
関西医療大学 安全保障輸出管理体制

経済産業省

・経済産業省
・外務省
・他大学等

輸出管理最高責任者（学長）

輸出管理統括責任者（理事又は副学長）

輸出管理責任者（教学部長）

事務担当部署・相談窓口
（教育研究・学修支援センター事務室）

安全保障輸出管理委員会
（委員長：統括責任者）

許可申請

学部（学部長）

研究センター（センター長）

教員・研究者 大学院研究科（研究科長）

報告 指示

相談・照会

相談 回答

実務

・該非判定等の審議
・教職員に対する啓発活動
・法改正に伴う規程等の改廃

補佐 指示

輸出管理に関する確認・審査手続きの流れ
（関西医療大学 安全保障輸出管理規程第9条～第14条）
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審査手続き不要

審査手続き必要

承認

許可

懸念事項なし

審査該当

► 貨物の輸出
►技術の提供
►留学生等の受入れ

疑義あり

審査手続き必要

確認 事前確認 （第9条）

事前確認シート

（当該教職員による確認）

① 該非判定 （第10条）

該非判定票

② 用途確認 （第11条）

用途チェックシート
明らかガイドラインシート

③需要者確認 （第12条）

需要者チェックシート

（当該教職員による確認）

取引審査 （第13条）

審査票 （リスト規制）
（キャッチオール規制）

（安全保障輸出管理委員会）

一次審査：管理責任者
二次審査：統括責任者

不許可

不許可

経済産業省への許可申請 （第14条）

（統括責任者）

取引停止

取引停止
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